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雇用保険法に定める額が変更されたことに伴い、地方公務員等共済組合法第 70 条の２、第 70 条の３、第 70

条の４及び第 70 条の５に規定する育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金

の給付上限相当額が変更されました。 

 

 

(1) 育児休業手当金 

(２) 育児休業支援手当金 

(３) 介護休業手当金 

(４) 育児時短勤務手当金 

　※　育児時短勤務手当金のみ月額。 
 
 

　令和７年８月１日以降の期間について支給される育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金 

及び育児時短勤務手当金に適用。 

 変更前の額 変更後の額

 給付率 50％適用の場合 10,697 円 10,984 円

 給付率 67％適用の場合　※育児休業開始から 180 日以内 14,334 円 14,718 円

 
変更前の額 変更後の額

 給付率 13％適用の場合 2,781 円 2,855 円

 
変更前の額 変更後の額

 給付率 67％適用の場合 15,778 円 16,207 円

 
変更前の額 変更後の額

 

給付率 10％適用の場合

支給限度額 

459,000 円 

最低限度額 

2,295 円

支給限度額 

471,393 円 

最低限度額 

2,411 円

育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金 

及び育児時短勤務手当金の給付上限額が変わりました 

１　変更内容（給付日額または月額の上限相当額）

２　適用時期

短期給付係　　　　　

（082）513-4957
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地方公務員等共済組合法運用方針（昭和 37 年自治甲公第 10 号）の一部改正により、令和７年 10 月１日以降、

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者の認定に係る収入限度額が、年額 150 万円に変更されます。 

今回の変更により、新たに要件を備えた被扶養者がいる組合員は、令和７年 10 月１日以降、速やかに、所属所

長を通じて当支部に「被扶養者申告書」等を提出してください。 

 

 
　 

 

 

 

 

 

 
※　月額は年額÷12、日額は年額÷360 

　※　「19 歳以上 23 歳未満の者」については、その年の 12 月 31 日現在の年齢で判定します。 
※　「60 歳以上の者」については、60 歳の誕生日の前日以降の者をいいます。 
 
 

 
 

器官別検診について、次のとおり実施しますので、是非、御利用ください。 

申込方法等、詳細は別途所属所に通知します（レディース検診は９月、大腸がん検診は 10 月の通知を予定して

います。）。また、ホームページにも掲載します。 

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/seikatusyukanbyo/kikannbetukennsinn/index.html 
 

（注１）　人間ドックで上記検診を受診した（予定を含む。）項目について、重複してこの器官別検診を受診するこ

とはできません。 

（注２）　任意継続組合員及び被扶養者は対象外です。 

 検診項目 

（実施時期）
検診方法・内容 対象者 自己負担額

 

レディース検診 

（令和７年 11 月 

から令和８年２月）

検診車による巡回検診 

乳がん検診、子宮頸がん検診、骨密度検査 

※　会場は、広島市、福山市、廿日市市、尾道市、三原市、三

次市、府中市、東広島市 
※　乳がん検診では、40 歳以上の方は「マンモグラフィ」

（乳房のＸ線撮影）、39 歳以下の方は「乳腺エコー」（超音

波検査）となります。

女性組合員 

（注１、注２）
550 円

 
大腸がん検診 

（令和８年１月）

指定期間内で検診業者への検体郵送による便潜血検査 

（自宅で採取し、ポストに投函するだけで検査を受け

られます。）

41 歳以上の 

組合員 

（注１、注２）

550 円

 
右以外の者

19 歳以上 23 歳未満の者（組合
員の配偶者を除く。）【新規】

障害年金の受給要件に該当する
程度の障害を有する者及び 60
歳以上の者

 年　　額 130 万円 150 万円 180 万円

 月　　額 108,334 円 125,000 円 150,000 円

 日　　額 3,612 円 4,167 円 5,000 円

被扶養者の収入限度額が変わります 

変更後の収入限度額

短期給付係　　　　　

（082）513-4957

 

健康管理係　　　　　

（082）513-4956

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/seikatusyukanbyo/kikannbetukennsinn/index.html
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特定健診の結果から、「生活習慣病の発症リスクが高く、かつ生活習慣を改善することで予防効果が期待で

きる」と判断された方が、特定保健指導の対象者になります。 

特定保健指導の対象者は、将来の深刻な病気を予防するために、是非、専門家からのサポートやアドバイス

を受けてください（すでに高血圧、糖尿病、脂質異常症の薬を内服している方は除きます。）。 

 

 

対象者に選ばれた 40 歳以上 75 歳未満の組合員、被扶養者 

 

当組合の全額負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用率は、１0～50％程度に止まっています。健全な生活習慣を身につけることで、病気に悩まされるこ

とのない生活が期待できますので、是非、御利用ください。 

当支部では、特定保健指導の対象者に選ばれた皆様に、自己負担なしで特定保健指導を受診できるよう支

援を行っております。 

 

特定保健指導の詳細については、11 月号で詳しく紹介します。

 区　分 健診結果の状態 特定保健指導の概略

 
動機付け支援 リスクの出始めた方

１　初回面談 

２　３ヶ月以上経過後の状況確認

 

積極的支援 リスクの高い方

１　初回面談 

２　３ヶ月以上の継続的なサポート 

３　３ヶ月以上経過後の状況確認

 

区分
特定健診 

受診者数

動機付け支援 積極的支援

 該当者数 

（該当率）

利用者数 

（利用率）

該当者数 

（該当率）

利用者数 

（利用率）

 組合員 14,083 1,222（8.7%） 696（57.0%） 1,046（7.4%） 327（31.3%）

 被扶養者 919 58（6.3%） 6（10.3%） 31（3.4%） 4（12.9%）

 計 15,002 1,280（8.5%） 702（54.8%） 1,077（7.2%） 331（30.7%）

健康管理係　　　　　

（082）513-4956

対象者

種類

費用

令和５年度健診（R5.4/1 から R6.3/31）結果からの利用状況
（単位：人）
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当組合では、疲れてしまった『こころとからだ』を、元気な状態に戻すことをお手伝いするため、以下の支援

を行っております。気分転換に、いかがでしょうか。 

詳しくは、当支部 HP を御確認ください。 

 

トップページ> 広島支部トップページ> 厚生サービスを利用する>  

健康づくり> こころとからだのリフレッシュセミナー 

（https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/kanri/kokorotokarada/index.html） 

 

 オンデマンド配信 対象

 
コナミスポーツによる 

『めかたこし(目肩腰)ケア』

 

組合員 

 

※　家族の参加可能 

※　任意継続組合員を除く

 
タニタヘルスリンクによる 

『今日から実践！ヘルシーレシピのコツ』

健康管理係　　　　　

（082）513-4956

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/kanri/kokorotokarada/index.html
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障害厚生年金は、病気やけがにより、日常生活に支障をきたすような障害状態になったときに支給される年金で

す。この障害厚生年金の請求は、在職中でも退職後でも可能です。 

「障害年金に該当するのでは？」と思われた方は、まずは広島支部の長期給付係に御連絡ください。 

 
 
 

初診日が一般組合員期間中であること 

初診日とは、障害の原因となった病気やけがにより、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。 

なお、初診日が短期組合員の期間中である場合は、お近くの年金事務所（日本年金機構）に相談して

ください。 
 

障害認定日において障害等級１級から３級に該当すること 

障害認定日とは、原則、初診日から 1 年 6 月を経過した日です。それより前にその病気やけがが治

った場合や症状が固定した場合はその日となります。 

障害等級の認定基準は、日本年金機構ホームページの「国民年金・厚生年金保険　障害認定基準」を

参考にしてください。身体障害者手帳等の等級とは異なりますので御注意ください。 

障害認定日後に症状が重くなった場合は、後から請求できる制度（＝事後重症制度）もあります。 
 

保険料納付要件を満たしていること 

 

 

 

 

 

 
 

病気やけがによっては、徐々に病状が進行していくものがあるため、障害認定日時点では障害等級に該当して

いなくても、その後の症状によって障害厚生年金を請求できる制度です。 

65 歳の誕生日の前々日までに障害等級１級から３級に該当する障害状態になった場合は、「事後重症請求」に

より、請求月の翌月分から障害厚生年金が支給されます。 

 

 
 

 

 

 

 

障害年金の請求手続は「障害程度の認定」と「障害年金の請求」の２段階です。請求書類に基づいて、障害審

査医が障害程度の認定審査を行います。「障害程度の認定」まで概ね３か月から４か月程度かかり、年金証書の送

付や年金の支給まで、さらに３か月程度を要します。

長期給付係　　　　　

（082）513-4959

次の３つの要件をすべて満たしていますか？ 

Ｑ　事後重症制度ってなに？ 

初診日 障害認定日

１年６月採用

65歳誕生日
の前々日

・障害等級に該当

・障害年金支給開始

事後重症請求日

・障害等級に

該当しない

Ｑ　請求したらすぐ認定されるの？ 

障害年金を請求するためには「初診日」の特定が必要です。 

初診日がわからない場合は、医療機関に確認するなど、 

御自身の病歴や受診歴等を整理することが大切です。 



８ 

 

退職説明会の御案内

 
 
 
 
　　　　　　 
 

 
 
 

令和 7 年度末に退職を予定している方や事務担当者を対象に、退職時に必要となる諸手続きについて

の説明会を、県内３会場で、計４回開催します。 

今年度末で退職を予定されており、参加を希望される方は、都合のよい会場へお越しください。 

 

 

 

 

※　詳細については、令和７年 11 月頃に各所属所長あてに通知します。 

 

 

 

 

 

福利ひろしま第 317 号（7 月号）で御案内のとおり、当支部では、令和８年４月１日付け採用の正規

職員を募集しています。受験申込期限：９月５日（金）必着。 

受験案内は、広島県庁舎、県内の高等学校、ハローワーク等に置いています。 

詳しくは、当支部のホームページで御確認ください。（https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/about/recruit/index.html

 回　次 日　　時 会　場 内　容

 

第１回 令和８年１月 19日（月） 14時～16時
三次第３庁舎

102会議室

・退職後の医療保険制度 
・任意継続組合員制度 
・公的年金制度 
・互助組合に係る手続き 
・退職手当

 
第２回

令和８年１月 21日（水）

10時～12時
県立総合体育館

大会議室  
第３回 14時～16時

 

第４回 令和８年１月 23日（金） 14時～16時
福山第３庁舎

381・382会議室

開 催 日 程 （ 予 定 ）

退職者説明会について

福利調整係　　　　　

（082）513-4951

令和７年度末退職予定者向け

職員募集について

福利調整係　　　　　

（082）513-4951

★受験資格★ 

　年齢：昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた方 

　学歴：不問。ただし、高校卒業程度の学力を有する方

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/about/recruit/index.html
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　互助組合では、組合員の皆様の生活をサポートするため、次のような福祉事業を実施しています。該当された場

合は、各申請書等様式により当組合へ申請してください。 

 
 
 
組合員又は組合員の配偶者が出産した際、御希望の方に、月刊育児誌『赤ちゃんと！』（１年間 12 冊）と「お医

者さんにかかるまで」（初回１冊）を御自宅にお送りします。 

扶養認定されていない配偶者も対象になります。 

 

 

 

傷病のため３か月以上病気休暇、療養又は休職を取得した場合に１万円を給付します。 

※　病気休暇等の期間中１回の給付で、１会計年度１回を限度とします。 

 

 

 

令和７年度中に次の該当年齢に達する被扶養配偶者に、人間ドック健診費用（オプション検査等を除く健診費用

が３万円を超えている場合）のうち、３万円を限度として助成します。 

【該当年齢】 

４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳 

 

 

 

組合員が、傷病、事故等により必要になった補装具を装着したときの購入費用、又は修繕費用を１会計年度につ

き 100,000 円まで実費の範囲内で助成します。 

【対象豫なる装具】 

　義手、義足、義眼、車いす、松葉杖、人工乳房 

 

★各申請書等様式は、互助組合ホームページからダウンロードしてください（https://www.gojo.or.jp）。　  

 

 

 

互助組合　　　　　

（082）228-1386

組合員本人や配偶者が出産されたときは　「育児サポート事業」 

病気休暇、療養又は休職をとられたときは　「長期療養者見舞金」 

被扶養配偶者が人間ドックを受診されたときは　「被扶養配偶者人間ドック助成」 

傷病等で補装具を装着されたときは　「義肢等製作費助成」 

https://www.gojo.or.jp
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収入　473,406　千円

 
 

互助組合は、組合員の掛金及び運用収益を財源として各事業を行っています。令和６年度は、前年度と同様の事

業を実施し、令和７年６月９日に理事会、６月 30 日に評議員会が開催され、「令和６年度事業執行報告及び決算」

が原案のとおり承認されました。 

　　　 

組 合 員 数 の 状 況（令和７年３月末） 

　前年度と比べ、県費組合員は 66 人増加、市町

費等組合員は広島市費組合員の退職等により

102 人減少しました。 

 

給付事業、福祉事業、公益事業（一般会計） 

　給付事業は、病気、介護休暇、死亡、 

出産等に対する給付、福祉事業は、リ 

フレッシュ給付金、人間ドック助成等  

の事業、公益事業は県立図書館へ児童  

図書寄贈等の事業です。令和６年度の 

事業総額は、インフルエンザ流行の 

影響などもあり医療給付が増加したも 

ののほぼ例年どおりで、引き続き健全 

な財政状況を維持していける見込です。 

一般会計の収入及び支出は次のとおりです。 

 

貸付事業（貸付金特別会計） 

　互助組合の貸付利率は、令和５年１月から年利 0.9％で実施して

います。貸付の申込は近年減少が続いておりましたが、令和６年度

は前年度より 47 件 82,600 千円の増額となりました。令和６年度

末時点における貸付総件数及び総額は、862 件 1,383,500 千円

となっており、令和６年度の貸付申込件数及び新規貸付金額は次の

とおりです。 

 

退会給付金事業（退職準備資金積立特別会計、退職医療給付特別会計） 

　互助組合では、退職等に伴い退会されたときに３種類

の退会給付金（特別退職給付金、生涯福祉給付金、特別返

還金）を支給しています。これらの給付金は、現職中に納

入していただいた一般掛金（平成 15 年度まで納入）、生

涯福祉掛金及び退職医療掛金の総額相当額から一部を控

除した金額を支給しています。令和５年度末に定年延長

により定年退職がなかったことから、令和６年度の給付件数及び給付金額は前年度より 1,330 件 317,723 千円

減少し、次のとおりです。

 県費組合員 市町費等組合員 合　計

 14,249 2,853 17,102

 区分 件数 金額（千円）

 一 般 資 金 191 331,800

 特 別 資 金 20 20,000

 合　計 211 351,800

 区分 件数 金額（千円）

 特 別 退 職 給 付 金 208 79,958

 生 涯 福 祉 給 付 金 705 66,658

 特 別 返 還 金 708 84,064

 合　計 1,621 230,680

支出　473,406　千円

（単位：人）

繰入金  
7,594 千円 

利息及び 
配当金 
1,603 千円 

雑収入 
4,662 千円

掛金 
459,547 千円 福祉事業費 

124,303 千円 

公益事業費

1,876 千円引当費 
974 千円 

繰出金 
102,661 千円

その他 
449 千円 

給付事業費  
173,111 千円 

運営費 
70,032 千円

 

互助組合　　　　　

（082）228-1386


